
○大分市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則 

平成１２年７月２７日 

規則第８０号 

改正 平成１７年３月３１日規則第２７号 

令和７年９月１７日規則第５６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大分市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する

条例（平成１２年大分市条例第３０号。以下「条例」という。）の施行に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、「放置」、「放置自動車」、「所有者等」、「公

共の場所」、「廃物」又は「処分等」とは、それぞれ条例第２条に規定する

放置、放置自動車、所有者等、公共の場所、廃物又は処分等をいう。 

（放置となる期間） 

第３条 条例第２条第２号に規定する相当の期間は、１０日間とする。ただし、

市長がこれにより難いと認めるときは、市長が別に定める期間とする。 

（調査の依頼） 

第４条 条例第９条の規定に基づき調査対象自動車（条例第８条第１項に規定

する調査対象自動車をいう。以下同じ。）について調査を依頼しようとする

土地所有者等（条例第９条に規定する土地所有者等をいう。以下同じ。）は、



大分市調査対象自動車調査依頼書（様式第１号）を市長に提出しなければな

らない。 

（調査書及び警告書） 

第５条 市長は、条例第１０条第１項の規定により調査対象自動車について調

査をしたときは、大分市調査対象自動車調査書（様式第２号）を作成するも

のとする。 

２ 条例第１０条第２項に規定する警告書は、大分市放置自動車警告書（様式

第３号）とする。 

（身分証明書） 

第６条 条例第１１条第２項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（様

式第４号）とする。 

（撤去勧告書） 

第７条 市長は、条例第１２条の規定に基づき放置自動車の所有者等に対し、

当該放置自動車を撤去するよう勧告するときは、大分市放置自動車撤去勧告

書（様式第５号）により行うものとする。 

（撤去命令書） 

第８条 市長は、条例第１３条の規定に基づき放置自動車の所有者等に対し、

当該放置自動車を撤去するよう命令するときは、大分市放置自動車撤去命令

書（様式第６号）により行うものとする。 

（条例第１４条第１項の市長が定める期間） 



第９条 条例第１４条第１項に規定する市長が定める期間は、７日間とする。

ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、市長が別に定める期間とす

る。 

（廃物認定等） 

第１０条 市長は、条例第１５条第２項の規定による告示を行った日から起算

して１４日を経過したときは、同条第１項の規定による廃物としての認定を

行うことができる。 

２ 条例第１５条第２項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うも

のとする。 

(1) 放置自動車が存する場所（条例第１４条第１項の規定に基づき当該放置

自動車を移動し、保管したときは、放置されていた場所） 

(2) 放置自動車の形態等 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（廃物認定外放置自動車の告示） 

第１１条 条例第１７条第１項に規定する規則で定める事項は、次に掲げると

おりとする。 

(1) 廃物認定外放置自動車（条例第１７条第１項に規定する廃物認定外放置

自動車をいう。以下同じ。）が存する場所（条例第１４条第１項又は条例

第１７条第２項の規定に基づき当該廃物認定外放置自動車を移動し、保管

したときは、放置されていた場所） 



(2) 廃物認定外放置自動車の形態等 

(3) 条例第１４条第１項又は条例第１７条第２項の規定に基づき当該廃物

認定外放置自動車を移動し、保管したときは、当該移動し、保管した年月

日及び保管場所 

(4) 前３号に掲げるもののほか、廃物認定外放置自動車の引取りを促すため

に市長が必要と認める事項 

（引取通知書） 

第１２条 市長は、条例第１９条の規定により放置自動車の所有者等に対し、

当該放置自動車を引き取るよう通知するときは、大分市保管放置自動車引取

通知書（様式第７号）により行うものとする。 

（引取手続） 

第１３条 条例第１４条第１項又は条例第１７条第２項の規定に基づき移動し、

保管されている放置自動車を引き取ろうとする者は、大分市保管放置自動車

引渡請求書（様式第８号）に引渡しを受けるべき所有者等であることを証す

る書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求書の提出があった場合において放置自動車を引き取ろ

うとする者が当該放置自動車の所有者等であることを確認したときは、当該

放置自動車の引取年月日を指定し、大分市保管放置自動車引換証兼受領書（様

式第９号）を当該所有者等に対し交付するものとする。 

３ 市長は、前項の引換証兼受領書を持参した所有者等に対し、放置自動車の



保管場所において、当該引換証兼受領書と引換えに当該放置自動車を引き渡

すものとする。 

（費用の請求） 

第１４条 市長は、条例第２０条の規定に基づき放置自動車の移動等に要した

費用を請求するときは、大分市放置自動車移動等費用請求書（様式第１０号）

により行うものとする。 

（公共の場所以外の場所に存する放置自動車の処分等の依頼） 

第１５条 条例第２１条の規定に基づき公共の場所以外の場所に存する放置自

動車の処分等の依頼をしようとする当該場所の土地所有者等は、大分市公共

の場所以外放置自動車処分等依頼書（様式第１１号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（記録台帳） 

第１６条 市長は、大分市放置自動車処理記録台帳（様式第１２号）を備え、

放置自動車に対する処理状況を記録するものとする。 

（委任） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１２年９月１日から施行する。 

附 則（平成１７年規則第２７号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 



附 則（令和７年規則第５６号） 

この規則は、令和７年９月１７日から施行する。 







 





















 

様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第８条関係） 

（平１７規則２７・一部改正） 

様式第７号（第１２条関係） 

様式第８号（第１３条関係） 

様式第９号（第１３条関係） 

様式第１０号（第１４条関係） 

様式第１１号（第１５条関係） 

様式第１２号（第２０条関係） 

 

 

 

 


